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第５章 国民生活への影響 

第１節 災害後の防災意識 

木曽三川の合流する河口部の筏川以西は、古来よりの洪水常襲地域であった。そのため人々

は自普請で囲堤の輸中堤を築き、洪水から防御してきた。しかし、明治改修までの輸中堤は小

規模な小堤であった。したがって、大洪水には対応できなかったため、それを補完したのが堤

内の人々の水防活動であり、それを支えたのが住民の水防意識であった。 

この特異な景観と水防共同体を持つ輸中地域が、伊勢湾台風により、最も被害の大きい被災

地域となった。この背景には、改修工事による治水事業の進行により、洪水が明治末期以降に

急激に減少したことがある。 

これが地域住民(輪中民)の水防意識を低下させて、輸中無用論まで声高に言われるように

なった。この水防意識を調査したものが次項のアンケートである。 

 

a. アンケート調査にみる水防意識 

この調査は昭和51(1976)年９月12日の長良川破堤による９・12水害の前後の1973年７月

(1,324名)と1977年７月(1,649名)に、岐阜県下の輸中全域を対象に行ったものである。 

本稿ではその主なるもののみ取り上げて地域住民の災害意識を考える資料とした。 

 

調査項目の①「あなたは今後も水害の危険性があると思いますか」1973(昭和48)年、第１回

の調査では「あると思う」と回答したのは56.0％であった。そのうち最も危険意識の高いのは

養老町の多芸地区(多芸
た ぎ

輸中)の75.7％であった。この地区は、伊勢湾台風時に揖斐川に合流す

る牧田川の根古地が破堤入水し、多芸輸中全域が浸水被害を受けている。 

同じ項目で1976年長良川破堤の翌年の1977(昭和52)年に７月に第２回調査を行った結果「あ

ると思う」と回答したのは87.2％と急増している。また「ない」と判断したのは第１回では21.2％

に対して、水害後では1.6％と急減している。(図５－１) 

調査項目②「あなたは水害のときに“水防活動に出てください”と要請があったらどうなさ

いますか」この選択肢は○イ自分の仕事(勤務)を休んで参加する。○ロ自分の仕事が休みなら参加

する○ハ参加しない○ニ分からない、である。 

調査結果については、「仕事を休んで参加する」は、第１回は52.5％、第２回は68.7％、第３

回(1995年)には大きく減少して33.0％となっている。この結果には調査地区の職業構成にも関

係があるが、第２回調査の87.2％の人々が水害危険を持ちながら、仕事を休んで参加する人々

68.7％にとどまっているのは、自助、共助の点から問題であろう(図５－２)。 
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図５－１  水害危険意識についてのアンケート結果（輪中研究会（会長：伊藤安男）作成） 

図５－２  防災意識についてのアンケート結果（輪中研究会（会長：伊藤安男）作成） 
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b. 被害者よりの教訓 

１）旧輸中堤を、戦後、道路拡張、土地改良の名のもとに取り壊したことは長島町政最大の

失政ある。現在の車社会で日常生活に不便であっても、輸中で生活する者の宿命と考え、

大切に譲り継ぐべきである。 

２）昔からの輸中の特殊景観の一つであった水屋建築（筆者注 洪水の避難場所や米蔵など

として屋敷内に高く土盛石積された独立家尾）を取り壊し、新しい住宅にその設備のな

かったこと、これは先人の知恵によるものである。 

３）土地改良の結果、日常不要となった田舟や、洪水時の避難用の舟を屋敷内に吊るしてお

く上げ舟をなくしたこと。 

４）今回の災害で堤腹に藪のある所の堤防は残存している事実から見て、堤防沿いにある藪

は切るべきでない。 

５）住宅は二階建とすべきである。高潮来襲の際に家を出て避難せんとした、ほとんどのも

のが流されて死亡している。 
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第２節 東海三県への影響 

１  愛知、三重、岐阜への影響 

東海三県における全体的な被害額(金銭評価できる物的被害)を表５－１に示す。例えば、公

共的施設被害、民間被害では、愛知県が57.7％及び58.4％と過半を占め、次いで三重県35.3％

及び31.7％で、この両県の被害の多さを物語っている。もちろん、このほかの人的被害なども

莫大であったが、これについては表５－２に示しておく。ここでも愛知県、三重県を主体とし

ての被害の激甚な様子が分かろう。 

 

表５－１ 東海三県における物的被害集計(単位：千円)（名古屋市､1994） 
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表５－２ 東海三県の被害状況（ただし合計は福井県を含む) （名古屋市､1994） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以後、各県別に内容を見てみよう。 

 

（1）愛知県 

人的・物的被害の中心は、名古屋市南部の臨海工業地帯に位置する南区・港区さらに中川区・

熱田区で、ここでは既往最大約１ｍを越す高潮が急激に海岸堤防を越え、堤内地は瞬時に水没

し、さらに河川の越流・決壊などによって堤防が寸断されたので泥海と化した。特に南区では、

貯木場のラワン材の流出による家屋への激突・倒壊が人的被害を増大させた。この貯木場の移

転問題は、以後名古屋市の重要課題の一つとなり、木材港建設や西部臨海地域への移転などが

実現され、現在ほとんど存在しない。また、低平地対策として、例えば荒子川南部地盤の嵩上

げなどを含む、防災都市の建設が、議論され、推進が計られることとなった。 
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名古屋市内以外では、海部郡の沿海部は低平湿地帯であったので、従来より、例えば日光川

流域のように水害防止施設の建設・運用に留意されてきた。しかし、53年台風13号でそれほど

被害が出なかったことから、避難が遅れ、鍋田干拓を始め弥富町・飛島村一帯は、甚大な被害

を受けた。 

また、知多郡沿岸は、高潮による海岸堤防の決壊で半田市・上野町が大きな被害を受けたが、

全般的には53年台風13号の貴重な経験からその被害も最小に止めることができた。例えば、東

三河及び西三河地方は高潮の規模も若干低く、53年台風13号の経験もあり、早めの避難を実施

したので、人的避難が少なかった。 

このような被害実態を基礎にして、名古屋市を中心とした災害対策協議会で、重要課題を定

め、防災施設の強化、陳情などを行ったが、その主要な項目を5つだけあげておく。 

①高潮防波堤の早期・完全実施 

②高潮対策事業の早期・完全実施 

③日光川防潮樋門の早期・完全実施 

④河川・海岸堤防の強化と堤防天端幅2斜線以上の確保 

⑤貯木場の移転と移転完了までの流出防止 

 

（2）三重県 

三重県での被害も強風、高潮破堤、浸水など各種あるが、特に海岸地域に集中している。北

部に位置する木曽三川河口沿岸の桑名郡木曽岬村、長島町、桑名市、三重郡川越村及び四日市

市では、河川・海岸堤防が各所で破堤し、多数の死者を見、また長期化した湛水で社会機能の

重大な麻痺が起こり、復興までに多大の犠牲が強いられた。図５－３及び図５－４に浸水日数

及び最高時の浸水深を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５－３ 三重県での浸水日数 

（建設省河川局､1962） 

図５－４ 三重県での最高時の浸水深 

（建設省河川局､1962） 



 - 169 -

中部では、櫛田川上流の飯南郡飯高町・飯南

町や雲出川上流の一志郡三杉村で、山間部出水

による土砂流、山崩れ、橋梁流出などが、また

名張川の氾濫により名張市では土砂流や泥土堆

積などの惨事となった。被害額一覧を表５－３

に示すが、総額は1,826億円に及んだ。これは53

年台風13号の被害678億円(時価換算値)の約2.7

倍に達した。いずれも、伊勢湾台風災害誌（昭

37.8、建設省河川局）による。 

さらに、各市町村別あるいは人的、建物被害

などといった内訳を表５－４に示す。詳細は省

略するが、人的被害、商工業被害、及び交通被

害のみについて記述をしておく。 

 

 

表５－４ 三重県の地区別一般被害状況表 昭和35.4.1 (三重県本部調べ)（建設省河川局､1962） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表５－３ 三重県の被害額一覧（建設省河川局､1962）
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 まず、死者の多くは、干潮面以下である北部臨海地の木曽岬村・長島町及び桑名市城南地区・

鍋田地区・川越地区などの干拓地で発生している。死者総数1,251名の内訳は、木曽岬村327名

(26.1％)、長島町376名(30％)、桑名市196名(15.6％)、川越地区166名(13.3％)、四日市市116

名(9.2％)で、北部地域の計899名は全体の71.8％を占める。これは近年での既往最大級の59年

台風13号での死者44名を遙かに上回っている。 

次に、商工業関係の被害であるが、これも被害状況を反映して県北部の商工業中心部に多い。

この被害のうちで生産施設原材料及び商品の直接的被害の内訳は、工業は134億円(大企業34億

円、中小企業101億円)、商業は78億円、鉱業４億円である。また、間接的被害額は、生産施設

の休業及び一部停止に伴う操業活動の低下などを中心として、工業４億円、商業10億円、計55

億円の減収となった。そのほかに生産施設の精度の低下、従業員または下請け関連企業の被害、

原料購入及び製品販売面などに関する生産低下などで、その間接的被害は、商工業を合わせて

111億円程度と推定された。 

被害の地域状況では、北部が冠水・流出による損壊、中南部は強風による建物倒壊が顕著で、

特に北部の四日市臨海部の化学工場群、富田・冨州原・朝日・川越・桑名市一帯の繊維工場群、

四日市市桑名の機械及び鋳物工場群の被害が大きかった。 

最後に、交通運輸関連被害では、地理的条件を反映して鉄道軌道の不通が随所に起こり、開

通が完了するまでに約58日を要した。また、道路関連では、約1,200か所で被災し、自動車交通

が麻痺し、本格的な輸送はほとんどできなくなり、応急復旧のための資材運搬、救援物資の輸

送は、多大の困難を伴った。 

なお、救いとなったのは、四日市以南、伊勢市に至る海岸部は、53年台風13号で被災したた

め、海岸助成工事が施工されつつあったので、工事残存区域の部分的被災はあったが、本台風

にも十分機能を発揮し、防災効果が認められたことである。 

 

（3）岐阜県 

台風の中心が県中央部を通過したので、家屋の全・半壊及び河川氾濫で災害が各地で起こっ

た。特に牧田川流域である養老郡根古地地区では先立つ８月12日集中豪雨で破堤したか所が仮

工事であったので、再度破堤し、多芸輪中が一瞬に泥海と化した。その結果約1,600戸の住家と

2,900haの水田が被災した。幸いにも、破堤か所における直接的な水害による死者はなかった。

しかし、表５－２のように、全体で87名の死者が出ていることに着目すべきであろう。東海三

県のうちで他県と比較して、被害そのものは多くはないが、特徴的な公共土木、住宅関連、及

び文教に関連した影響を見ていく。 

まず公共土木施設の災害であるが、総額で約40億円に達した。これは過去10年間での大きな

災害（昭和28年18.8億円、昭和33年22.5億円）と比べて突出している。特に激甚な地区は、揖

斐川水系上流の焼田川筋、並びに長良川水系上流及びその支流板取川、武儀川などで、そのほ

かでは飛騨川地区の小鳥川、秋神川などの中小河川が主であった。 
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被害内容は、平地部緩流河川では、長期湛水や堤内湛水に起因する法崩れやそれに付随する

堤防決壊などが多く、また上流山間部では土砂流出、流木による護岸決壊、河川沿い道路の流

出、橋梁流出などであった。特に武儀川、板取川では、上流から下流にかけて連続して橋梁流

出を発生させた。それが表で見るような全壊3,704戸、半壊１万1,052戸、さらに罹災世帯１万

7,472世帯、罹災者概数９万530人の大災害を引き起こした。 

さて、これを受けて、避難所の設置及び被災者の収容、住宅の応急修理、仮設住宅の設置、

長期水没に対する特別措置、死体の埋葬、捜索など、実に多種多様な影響を及ぼしていったわ

けである。例えば、文教関連でいうと、災害で住家に被害を受け、勉学に必要な学用品を失い、

あるいは壊された小中学校の児童や生徒に対する教科書や学用品を支給している。表５－５は

学用品支給対象の被災児童及び生徒数の統計である。 

 

表５－５ 学用品支給対象の被災児童及び生徒数（建設省河川局､1962） 

 小学校 中学校 計 

全壊または流出  3,032人 1,160人  4,192人 

半壊または床上浸水 10,050人 3,769人 13,819人 

計 13,082人 4,929人 18,011人 

 

 

（4）三県を統合した立法措置 

以上の被害の深刻さを考慮して、三県が統合して立法措置の資料を提出して強力な措置を要

請した。特別立法のうちで公共土木施設災害復旧に関するものには次のものがある。 

○「公共土木施設等に関する災害復旧などに関する特別措置法」 

○「災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法」 

いずれも、昭和34年12月３日公布、同公布令は12月21日公布で、このもとで、地域指定が行

われ、国庫負担額、負担率が決められていった。例えば、三重県での県工事についていうと、

以下のような内容であり、国庫負担の大きさが目につく（表５－６）。 

 

表５－６  三重県での県工事における国庫負担（（建設省河川局､1962）より作成） 

 特例法適用分 一般法適用分 合計 

事業費 約140.7億円 約17.7億円 約158億円 

国庫負担額 約137億円 約17億円 約154億円 

国庫負担率 約0.977 約0.955 約0.974 

 

対策や処置の細部についてはここでは触れずに、以後では名古屋市で今後の高潮襲来に備え

た防災都市づくりについて記述しておく。 
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２  名古屋市臨海部防災区域条例の設定と施行 

これは、上述した名古屋市災害対策協議会が答申した災害対策要綱の最重要課題として、南

部一帯の災害危険区域指定と、これに伴う建築制限の具体的実施などを計画し実行に移そうと

したものである。 

 

（1）条例成立の背景 

危険地区指定の決定に先立って、名古屋市は建設省建築研究所、名城大学建築学教室に基礎

調査を依頼し、「災害危険区域の指定要綱案(第２次案)」を作成し、それを基礎として「名古屋

市災害危険区域に関する条例草案」を起草し、その後検討を重ねた。また、その間に市議会建

築部会、建設省、名古屋市建築士会などとも意見交換を行った。そうした結果を市議会に提出

し、昭和36年３月10日に議決され24日に公布された。 

 

（2）制定・施行 

この条例は建築基準法の第39条を根拠として制定されており、危険区域を第１種から第５種

までに分類し、それぞれの危険度に応じた建築物の規制を行うようにしている。この規制の内

容は、前提条件として防災計画についての以下の６項目の事項が満たされるとした条件のもと

で定められている。 

 

（ⅰ）鍋田干拓地と横須賀町を結ぶ延長約９kmの高潮防波堤が早期に建設される。 

（ⅱ）堤防の天端幅と被覆が十分かつ溢水に対して破壊しない河川・海岸堤防が早期に建

設され、維持管理が十分に実施される。 

（ⅲ）災害時でも運転できる強力な運転ポンプが十分に整備される。 

（ⅳ）荒子川開発計画にそって、荒子川地区が土地区画整理事業でＮ．Ｐ．1.3ｍまで埋め

立てる。 

（ⅴ）横須賀町の埋め立地を早期に建設する。 

（ⅵ）貯木場は将来西部臨海工業地帯に移転されるまで、築堤その他木材流出施設が施工

されるようにする。 

 

この指定区域は図５－５のようである。 
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図５－５ 名古屋市における災害危険区域の指定 (昭和36年３月10日）（名古屋市､1994） 

 

 

このような区分の根拠として、以下のような各区域の特性があげられている。 

○第１種区域 大正末期から昭和にかけての臨海部埋め立て地で、主として大工場が立地す

る。地盤高はＮ．Ｐ．４ｍ内外で他の区域に比して高いが、海に面するので、

直接高潮の波浪と浸水による被害を受ける危険性のある区域である。 

○第２種区域 主として港区荒子川の南部地区で、荒子川運河の開設に伴い工場地帯として

開発予定である。一部を除きＮ．Ｐ．１ｍ内外で低いが、その40％に相当する

部分が土地区画整理事業によりＮ．Ｐ．1.3ｍに嵩上げされる予定である。 

○第３種区域 南区のうちで、東海道本線以西の区域と港区のうちで、中川運河沿いの一部

の区域で、ほとんどが市街化している。地盤高さは大半がＮ．Ｐ．１ｍ以上だ

が、白水・道徳地区は天白川・山崎川の下流にあり、局所的にＮ．Ｐ．0.5ｍ

内外のか所があり、既往災害で長期湛水した。 

○第４種区域 熱田・中川区の南部で、堀川・国道１号線及び新川に囲まれた部分である。

内陸部かつ市街化地域である。干拓地ではあるが、地盤高は比較的高い。出水

の危険はあるが、他地域に比してそれほど強い規制を要しないと考えられる。 

○第５種区域 関西本線以南、庄内川以西の区域で、南陽・富田地区である。主として農村

集落で、散在する家屋のため流水を遮る障害物が少なく、地盤高がＮ．Ｐ．１

ｍ内外が大部分である。 
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さて、こうした地区分類を行った上で、種々の規制が実施されるようになっている。詳細は

条例及びその解説などを参照していただきたいが、代表的な規制が要求される地域である第１

種及び第２種について内容を見てみよう。 

 

a. 居住に供する建築物の建築禁止 

第１種区域内では、海岸線または河岸線から50ｍ以内で市長が指定する区域内に住宅、併用

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他常時居住用の建築物を建設することが禁じられている。 

 

b. 建築物の地盤高 

災害危険区域内での建築物の建設における地盤高は、種別に応じて以下の表５－７のように

しなければならない。しかし、後に述べる条件に該当すれば、その規定にはよらなくてよい。 

イ 階数が２以下で、さらに地階を持たない延べ面積が100㎡以内の木造、鉄骨造、コンク

リートブロック造そのほかこれらに類する構造の建築物で、移転が容易、または除去で

きるもの 

ロ N.P．２ｍ以下の部分を将来基礎または地階とすることができるもの 

 

表５－７ 災害危険区域内建築物の地盤面の高さ 

災害危険区域の種別 建築物の地盤面の高さ 

第１種区域 N.P.４ｍ以上 

第２種区域 N.P.２ｍ以上 

第３種区域 N.P.１ｍ以上 

第４種区域 N.P.１ｍ以上 

第５種区域 N.P.２ｍ以上 

出典：名古屋市災害危険区域に関する条例 昭和36年３月10日 

 

c. 建築物の構造 

災害危険区域内で建てられる建築物は耐水構造でなければならない（図５－６）。すなわち、

第１種区域内では、木造以外の耐水構造が要求される。ただし居室のない場合で100㎡以下であ

れば、規定に従わなくてよい。また、第２種区域内、第３種区域内及び第５種区域内で居室が

ある場合は、１以上の居室の床の高さをＮ．Ｐ．3.5ｍ以上としなければならない。ただし、延

べ面積が50㎡以内では、避難室または避難設備があるときには、この限りではない。 

なお、避難室とは、避難用の平屋建ての建築物の小屋裏または天井裏に設ける居室以外の部

屋で、容易に屋根上に脱出できる開口部を持つなどの条件を満たす構造をいう。 
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d. 公共建築物などの地盤高の高さ及び構造 

災害危険区域内では、学校、病院、官公庁などの公共建築物、または発電所、変電所、排水

ポンプ場などの建築物は、第１種区域内を除き、延べ面積が50㎡を超えるものの地盤面の高さ

は、Ｎ．Ｐ．２ｍ以上とし、その構造は木造以外の耐水構造でなければならないとしている。 

また、共同住宅、寄宿舎または下宿の場合には、延べ面積が400㎡を超す建築物または１団地

内に10以上の住宅を建てる場合には、地盤面の高さは、Ｎ．Ｐ．２ｍ以上としなければならな

い。 

さらに、このほかに、特殊用途に使う建物、仮設建築物などへの制限の緩和などの項目もあ

る。 

 

（3）その後の改訂の状況 

上述のように、伊勢湾台風を教訓とした、「名古屋市災害対策要綱」の防災対策事業の一環と

して、危険区域に関する条例が昭和36年６月１日から施行された。しかし、社会情勢の変化や

土地利用において各種の不便（例えば人命保護と直接関連の少ない店舗併用住宅の居間などの

利用時の不都合など)が生じたことから、昭和44年、46年の一部改正があった。その主な改正点

は以下のようである。 

○名称変更 「名古屋市臨海部防災区域建築条令」 

○第５種区域新川伊東の区域の地盤高規制緩和(Ｎ．Ｐ．2.0ｍ からＮ．Ｐ．1.5ｍへ) 

○Ｎ．Ｐ．3.5ｍ以上の居室設置の除外規定要件の緩和(50㎡から100㎡へ） 

○仮設建築物への制限の緩和(６か月以内から１年以内へ) 

 

さらに全般的な見直しが行われ、平成３年１月１日(一部７月１日)に「名古屋市臨海部防災

区域条例」として改正条例が施行された。 

その最も重要な改正点は、以下のように、地区分類が５種から４種になり、その区域範囲や

規制内容が変わった点にある。地区設定の内容を示す。 

○第１種(１階床高Ｎ．Ｐ．４ｍ) 防潮壁より海側で、主に臨海埋め立て工業地 

○第２種(１階床高Ｎ．Ｐ．１ｍ) 伊勢湾台風以前からの市街化区域と台風以後土地区画 

整理事業などで市街化の進展した区域を含み、土地利用状況が類似化している区域 

○第３種(１階床高Ｎ．Ｐ．１ｍ) 台風当時から市街化していた区域で内陸部のため、あま

り強い規制を要しない区域 

○第４種(１階床高Ｎ．Ｐ．１ｍ) 市街化を抑制すべき区域として定められた市街化調整区

域市街化が未発展で、建築物が点在し、避難場所も少なく建物自体で安全確保の要求の

高い区域 

出典：名古屋市臨海部防災区域条例及び解説、平成17年４月 名古屋市住宅都市局 
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なお、このような条例内容は名古屋市のホームページ(http://www.city.nagoya.jp/)で臨海

部防災区域として知ることができるようになっている。 

ところで、この地域での建築確認申請に当たっての留意点として、次のような内容となって

いる。 

計画敷地位置の確認：区域内の種別・計画敷地の位置の確認 

計画敷地地盤高の明示：地盤高の根拠となるN.P.標示電柱または水準点の位置、及び高さ

を申請書の見取り図に、N.P.標示地盤高を配置図に明示 

確認申請書における床高の標示：N.P.標示の床高を明示した図面の添付 

 

なお、この条例には罰則規定がなく、あくまで関係者の自主性に期待するものではあるが、

故意に違反した場合には、建築基準法の規定により是正のため必要な措置が命令され、さらに

命令に従わない場合には罰則規定が適用されることとなっている。伊勢湾台風の体験が風化し

つつある現在、条例の意義を住民に如何に認識してもらうかが重要な課題であろう。 

 

 

 

 

 

図５－６ 名古屋市臨海部防災区域建築条例による区域指定と制限の概要 

（名古屋市臨海部防災区域建築条例） 


